
茨城県共同募金会笠間市共同募金委員会会則 

 

（会則） 

第１条 社会福祉法人茨城県共同募金会市町村共同募金委員会設置規程第１０条の規定に基づき，笠間市

共同募金委員会（以下「本会」という。）の会則を，次のとおり定める。 

（目的及び事業） 

第２条 本会は，共同募金運動の目的達成のために，茨城県共同募金会（以下「県共募」という。）の定め

る諸計画に基づき，区域内の地域福祉の推進のため，民意を十分に反映し，次の事業を行う。 

(１) 募金活動の実施 

 (２) 共同募金ボランティアの受入れ，登録，研修及び活動の企画・実践 

 (３) 広報・啓発活動の実施と世論の醸成 

 (４) 地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知と受付 

 (５) 助成申請団体の審査及び助成業務とその評価 

 (６) 社会福祉協議会との連携 

 (７) 助成を受ける団体等からの相談への対応 

 (８) 歳末たすけあい運動の推進 

 (９) 関係組織との連絡調整 

(１０) その他，共同募金運動の目的を達成するために必要な事業 

２ 本会は，第１項に定める目的を達成するため共同募金運動推進会議を開催することができる。 

３ 共同募金推進会議は，共同募金運動に関して，できるだけ幅広い住民や団体の参加を呼びかけ住民の

共同募金運動に対する理解と共感を高めるために開催する。 

（名称） 

第３条 本会は，笠間市共同募金委員会と称する。 

（代表者） 

第４条 本会に役員として会長１名及び副会長１名を置く。 

２ 会長は，本会を代表して会務を統括する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時は，その職務を代行する。 

４ 会長及び副会長は，運営委員会において選任する。 

（運営委員） 

第５条 運営委員は役員として，運営委員会を組織して，第２条に定める目的を達成するために必要な事

項を決定し，その執行に当たる。 

２ 運営委員は，運営委員会において選任し，会長が委嘱する。 

３ 運営委員の定数は８名以上１２名以内とする。 

４ 運営委員の任期は，選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する運営員会の終結の

時までとする。ただし，再任を妨げない。 

５ 補欠の運営委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（運営委員会） 

第６条 この会則において別に定める事項のほか，次の事項は運営委員会で決定しなければならない。 

 (１) 事業計画及び事業報告 

 (２) 予算及び決算 

 (３) 会則の改正 

 (４) その他，会長が必要と認める事項 



２ 運営委員会は，会長が招集して，その議長は互選とする。 

３ 運営委員会は，運営委員の過半数の出席がなければ，議事を開き，議決することができない。ただし，

議決権の委任を受けて出席した代理者は，定足数に算入する。 

４ 運営委員会の議事は，出席運営委員の過半数で決定し，可否同数のときは，議長の決するところによ

る。 

（監事） 

第７条 本会に役員として監事を２名置く。 

２ 監事は，本会の運営委員会の執行状況及び財務を監査して運営委員会に報告する。 

３ 監事は，運営委員会において選任し，本会の会長が委嘱する。 

４ 監事の任期は，選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する運営員会の終結の時ま

でとする。ただし，再任を妨げない。 

５ 補欠の監事の任期は，前任者の残任期間とする。 

（審査委員会） 

第８条 本会に，助成計画の策定や共同募金の助成の審査を行うことを目的として，審査委員会を置くこ

とができる。 

２ 審査委員会の委員は，運営委員会で選任し，会長が委嘱する。 

３ 審査委員会の設置運営に関する規程は，別に定める。 

（専門委員会） 

第９条 本会に専門事項の協議を行うことを目的として，専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会の委員は，運営委員会で選任し会長が委嘱する。 

３ 専門委員会の設置運営に関する規程は，別に定める。 

（会計） 

第１０条 本会の会計は県共募の経理規程に基づき行う。 

（経費） 

第１１条 本会の経費は県共募からの事務費及びその他の収入をもって充てる。 

（住民参加） 

第１２条 本会は，住民参加による会務の運営を行うため，運営委員及び各委員を地域住民から公募する

ことができる。 

（事務局） 

第１３条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 本会の事務所を茨城県笠間市美原三丁目２番１１号に置く。 

 

 

 

附 則 

１ この会則は，平成３０年３月２２日から施行する。 

２ この会則施行のとき，既に支会委員及び監事であった者は，第５条第２項及び第７条第３項の規定に 

 よって選任されたものとみなす。 

３ この会則施行のときに選任された役員の任期は，平成３０年度会計のうち，最終のものに関する運営

委員会の終結の時までとする。 


